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第１条（趣旨） 

 EU インスティテュート関西（以下、「EUIJ 関西」という。）は、学部学生によ

る欧州連合研究を奨励するために、「Undergraduate Certificate in European 
Union Studies」（以下、「修了証」という。）を授与する。修了証は、EUIJ 関西に

参加する大学が授与する学士号とは別に、欧州連合研究につき所定の成果を上げた

学部学生に対し、EUIJ 関西が独自に授与するものである。 
 
第２条（取得資格） 

 EUIJ 関西は、神戸大学、関西学院大学、大阪大学のいずれかに所属する学部学

生であって、第３条ないし第５条に定める要件を充たした者に、修了証を授与する。 
 
第３条（欧州連合研究科目） 

 学生は、別表に定める科目から 18 単位以上を修得しなければならない。 
 ２ 学生は、別表に定める（a）導入科目群から少なくとも 1 科目を履修し、単位を修得

しなければならない。 
 ３ 学生は、別表に定める（b）歴史科目群から（f）招聘講師による集中講義までの５つ

の科目群より３つ以上の科目群から、少なくとも 1 科目を履修し、単位を修得しなけれ

ばならない。 
 ４ EUIJ 関西を構成する他大学が提供する欧州連合研究科目の履修（以下、「他大学提供

科目」という。）は、「EU インスティテュート関西参加大学相互間の単位認定に関する

協定書」の規定に基づき、これを行う。 
 ５ 他大学提供科目の履修は、第５条に従って登録している学生でなければ、これを行う

ことができない。 
 ６ 学生が、所属する大学において履修登録した授業科目（欧州連合研究科目に限ら

ない。）と開講時間が重複又は隣接する他大学提供科目を履修して単位を取得した場

合、その単位は、第１項にいう単位としては認められない。 
 
第４条（欧州連合研究論文） 

 学生は、欧州連合に関する社会科学分野の研究論文を EUIJ 関西に提出し、合格の判



定を得なければならない。 
 ２ 前項に定める研究論文は、日本語、英語、フランス語又はドイツ語で執筆するもの

とする。 
 ３ 第１項に定める研究論文の詳細については、第６条に基づき別に定める。 
 ４ 本条に定める研究論文の提出は、第５条に従って登録している学生でなければ、こ

れを行うことができない。 
  
第５条（登録） 
  学生は、EUIJ 関西事務局において、「Undergraduate Certificate in European Union 

Studies 課程」（以下、「本課程」という。）に登録しなければならない。 
 ２ 本課程に登録するためには、学生は、当該学期において、別表に定める科目のうち、

少なくとも２科目に履修登録していなければならない。 
 ３ 修了証取得のためには、修了証取得時の学期を含め、本課程に少なくとも２学期間

登録しなければならない。 
 
第６条（雑則） 

 この規則に定めるものの他、この規則の実施に関し必要な事項は、EUIJ 関西ワ

ーキンググループ・教育グループがこれを定める。 
 
附則 
 この規則は、2005 年 4 月 1 日から施行する。 
 
附則 
この規則は、2009 年 4 月 1 日から施行する。既に本課程に登録している学生にも、

本規則を適用する。 
 
附則 

この規則は、2010 年 4 月 1 日から施行する。この規則施行の際既に本課程に登録し

ている学生については、改正後の規則にかかわらず、従前の例による適用を認める。 
 


